
令和8年度 筑後市社会福祉法人等指導監査 一般監査方針及び実施計画 

 

１ 基本方針 

（1） 社会福祉法人 

社会福祉事業を行う社会福祉法人は、主として措置費、自立支援給付及び介護給付

等の公的資金により運営される極めて公共性の高い組織であり、適正で円滑な運営が強

く求められます。 

    このため、指導監査等では「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」（平成

29年４月27日付け雇児発0427第7号・社援発0427第1号・老発0427第1号厚生労働省雇

用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知）」（以下「法人監査実

施要綱」という。）及び別紙「指導監査ガイドライン」（以下「法人監査ガイドライン」という。）

に基づき、また福岡県の「令和8年度社会福祉法人指導監査等方針」に沿い、法人の運

営管理、利用者に対するサービス提供、措置費等公的資金の取扱い等が法令等を遵守

した適正なものとなっているかについて下記の点にも留意し、実地による確認を行いま

す。 

(ア)  福祉サービスの利用者に対するより一層のサービスの質の向上に資するよう指導に

努めるなど、指導が形式的にならないように留意します。 

(イ)  法人への指導に際しては法人の自律的な運営を促すとともに、改善を要する事案は

原因究明を行い、改善の方策についても具体的な方針を示すよう努めます。また、短

期間に解決が困難な事案にあっては、年次改善計画の作成を指導するなど、継続的

な指導を行います。 

 

（2） 社会福祉連携推進法人 

社会福祉連携推進法人（以下「連携推進法人」という。）は、社員の社会福祉に係る業

務の連携を推進し、地域における良質かつ適切な福祉サービスを提供するとともに、社

会福祉法人の経営の基盤の強化に資することを目的に、福祉サービス事業者間の連携

方策の新たな選択肢として創設されたものです。 

    このため、指導監査等では「社会福祉連携推進法人指導監査実施要綱の制定につい

て」（令和４年12月26日付け社援発1226第5号厚生労働省社会・援護局長通知）」（以下

「推進法人監査実施要綱」という。）及び別紙「指導監査ガイドライン」（以下「推進法人監

査ガイドライン」という。）に基づき、下記の点にも留意し、書面及び実地による確認を行い

ます。 

(ア)  地域における良質かつ適正な福祉サービスの提供に資するよう指導に努めるな

ど、指導が形式的にならないように留意します。 

(イ)  連携推進法人の趣旨を十分理解した上で、連携推進法人の自主的・自律的な運



営を促すとともに、改善を要する事案は原因究明を行い、改善の方策についても具

体的な方針を示すよう努めます。また、短期間に解決が困難な事案にあっては、年

次改善計画の作成を指導するなど、継続的な指導を行います。 

 

２ 重点事項 

    重点事項に関しては法人定款に定める事業又は業務に応じ、確認を行います。 

（1） 利用者に対する虐待防止に向けた取組 

  法人において、虐待防止のための必要な体制の整備や職員に対する人権擁

護・虐待防止のための研修の実施など、組織的な取組を行っているか確認します。 

 

（2） 金銭や預金通帳等の適正な管理・保管の確認 

法人内で金銭や預金通帳等の取扱いが発生する案件の確認やその取扱いに

関する規程の有無、規程どおりの取扱いを行っているか確認します。また、内部牽

制の確立に実効性がある確認等の手順となっているか確認します。 

 

（3） 防犯対策の確認 

利用者及び職員の安全を確保するための①防犯マニュアルの作成、②防犯設

備等の整備、③職員への防犯研修の実施、④警察署等関係機関及び地域住民

等との連携体制の構築状況等を確認します。 

 

 

３ 一般的事項 

(ア) 法人監査実施要綱に基づき、社会福祉法人の運営及び会計処理が適正に行われて

いるか確認します。 

(イ) 推進法人監査実施要綱に基づき、社会福祉連携推進法人の運営及び会計処理が適

正に行われているか確認します。 

４ 実施計画 

 法人の運営等について、関係法令及び通知に照らし、特に大きな問題が認められない場合

は、原則として3年に1回行うものとします。 

 

（1） 監査予定法人   

社会福祉法人 6法人 

 

  実施時期 

概ね令和8年10月から令和9年2月まで 

 



５ その他 

 運営等に重大な問題を有する法人に対しては、上記によらず随時、特別監査を実施するも

のとします。なお、その実施にあたっては国が定めた法人監査実施要綱の「法人監査ガイドラ

イン」及び推進法人監査実施要綱の「推進法人監査ガイドライン」に基づいて行うほか、当該

問題の原因を把握するため、必要に応じて詳細な確認を行うこととします。 


